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第１ 第３条第１項 

(商標登録の要件) 

 

一、第３条第１項全体 

第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げ

る商標を除き、商標登録を受けることができる。 

一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからな

る商標 

二 その商品又は役務について慣用されている商標 

三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。

第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若し

くは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の

用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若

しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 

四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 

五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標 

六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であるこ

とを認識することができない商標 

 

１．判断時期について 

本項に該当するか否かの判断時期は、査定時とする。 

なお、拒絶査定不服審判請求がなされた場合の判断時期は、審決時である。 

 

２．立体商標について 

(1) 立体的形状に、識別力を有する文字、図形等の標章を結合し、かつ、当該文字、

図形等の標章が商品又は役務の出所を表示する識別標識としての使用態様で用いら

れていると認識できる場合は、商標全体としても本項各号に該当しないと判断する。 

(2) 本項各号に該当する文字に単に厚みをもたせたにすぎない立体的形状のみからな

る場合は、本項各号に該当すると判断する。 

 

３．動き商標について  

(1) 動き商標を構成する文字や図形等の標章と、その標章が時間の経過に伴って変化

する状態とを総合して商標全体として考察し、本項各号に該当するか否かを判断する。 
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(2) 動き商標を構成する文字や図形等の標章が、本項各号に該当しない場合には、商

標全体としても本項各号に該当しないと判断する。 

(3) 動き商標を構成する文字や図形等の標章が、本項各号に該当するもののみからな

る場合には、原則として、商標全体としても本項各号に該当すると判断する。 

(4) 標章が時間の経過に伴って変化する状態が軌跡として線等で表され文字や図形等

の標章を描き、その標章が、本項各号に該当する場合には、商標全体としても本項各

号に該当すると判断する。 

 

４．ホログラム商標について 

(1) ホログラム商標を構成する文字や図形等の標章と、その標章が立体的に描写され

る効果、光の反射により輝いて見える効果、見る角度により別の表示面が見える効果

等のホログラフィーその他の方法による視覚効果により変化する状態とを総合して

商標全体として考察し、本項各号に該当するか否かを判断する。 

(2) ホログラフィーその他の方法による視覚効果のうち、立体的に描写される効果、

光の反射により輝いて見える効果等の文字や図形等の標章を装飾する効果について

は、表示面に表された文字や図形等の標章が、本項各号に該当するか否かを判断する。 

ホログラム商標を構成する文字や図形等の標章が本項各号に該当しない場合には、

商標全体としても本項各号に該当しないと判断する。 

(3) (1)の視覚効果のうち、見る角度により別の表示面が見える効果が施されている場

合には、それぞれの表示面に表された文字や図形等の標章が、本項各号に該当するか

否かを判断するとともに、その表示面の商標全体に占める割合、表示される文脈、他

の表示面の標章の関連性等を総合して、商標全体として考察し、本項各号に該当する

か否かを判断する。 

(4) ホログラム商標を構成する文字や図形等の標章が、本項各号に該当するもののみ

からなる場合には、原則として、商標全体としても本項各号に該当すると判断する。 

 

５．色彩のみからなる商標について 

(1) ２以上の色彩を組み合わせてなる場合は、商標全体として考察し、本項各号に該

当するか否かを判断する。色彩を付する位置を特定したものについても、同様とする。 

(2) 色彩を付する位置を特定したものについては、色彩のみからなる商標を構成する

標章は色彩のみであることから、その位置は考慮せず、色彩が本項各号に該当するか

否かを判断する。  
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６．音商標について 

(1) 音商標を構成する音の要素(音楽的要素及び自然音等)及び言語的要素(歌詞等)を

総合して商標全体として考察し、本項各号に該当するか否かを判断する。 

(2) 言語的要素が本項各号に該当しない場合には、商標全体としても本項各号に該当

しないと判断する。 

(3) 音の要素が本項各号に該当しない場合には、商標全体としても本項各号に該当し

ないと判断する。 

(4) 本項各号に該当する標章を単に読み上げたにすぎないと認識させる音商標は、商

標全体としても本項各号に該当すると判断する。 

 

７．位置商標について 

(1) 位置商標を構成する文字や図形等の標章とその標章が付される位置とを総合して、

商標全体として考察し、本項各号に該当するか否かを判断する。 

(2)  位置商標を構成する文字や図形等の標章が、本項各号に該当しない場合には、標

章を付する位置にかかわらず、原則として、商標全体としても本項各号に該当しない

と判断する。 

(3) 位置商標を構成する文字や図形等の標章が、本項各号に該当するもののみからな

る場合には、原則として、商標全体としても本項各号に該当すると判断する。 

  

 

 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧又は審判決要約集をご覧になれます。  

○商標審査便覧 

49.02  立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて 

56.03   位置商標における識別力の考え方について    

 

○審判決要約集（第３条第１項全体） 

 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/index.html
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/49_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/56_03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/document/index/shinhanketsu-yoyakushu.pdf
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